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︵
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︶
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左から大塚会長職務代理者、清元市長、
岸本会長、青田会長職務代理者

意見交換会のようす

﹁
農
地
等
利
用
最
適
化
推
進
施
策
に
関
す
る
意
見
書
﹂
提
出

農
家
の
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

１
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
に
つ
い
て

　
①
遊
休
・
荒
廃
し
た
復
元
不
可
能
な
農
地
︵
農

　
　
業
委
員
会
に
よ
る
非
農
地
判
断
︶
の
農
用
地

　
　
区
域
か
ら
の
除
外
等
の
弾
力
的
な
運
用

　
②
鳥
獣
害
対
策
事
業
の
対
策
及
び
支
援
継
続

２
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
に
つ
い
て

　
①
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
作
成
に
向
け
て
の
マ
ン

　
　
パ
ワ
ー
の
拡
充

　
②
中
山
間
地
等
耕
作
不
利
田
畑
の
集
約
及
び
集

　
　
約
後
の
対
応

３
新
規
参
入
の
促
進
に
つ
い
て

　
①
集
落
営
農
組
織
の
法
人
化
へ
の
推
進
支
援

　
②
就
農
者
な
ど
を
地
域
ぐ
る
み
で
支
援
す
る
体

　
　
制
づ
く
り

４
農
業
委
員
会
予
算
・
体
制
に
係
る
要
望
・
意
見

　
①
農
業
委
員
会
事
務
局
の
新
た
な
業
務
︵
全
農

　
　
地
の
所
有
者
等
の
意
向
調
査
等
︶
に
対
応
す

　
　
る
た
め
の
体
制
整
備
及
び
そ
れ
に
伴
う
職
員

　
　
の
増
員

農
地
の
適
正
管
理
を

　
耕
作
放
棄
地
は
、
雑
草
や
害
虫
の

発
生
が
周
辺
に
迷
惑
を
与
え
る
ば
か
り

で
な
く
、
不
法
投
棄
や
火
災
を
招
く
恐

れ
も
あ
り
ま
す
。
農
地
の
所
有
者
は
、

有
効
活
用
、
草
刈
り
な
ど
適
正
管
理
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

農
機
具
に
よ
る
事
故
の
防
止
を

　
ト
ラ
ク
タ
ー
等
の
整
備
不
足
や
人
的

ミ
ス
に
よ
り
、
農
作
業
中
の
転
倒
・
転

落
事
故
が
増
え
て
い
ま
す
。

｜

事
故
防
止
対
策
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
｜

　
①
確
実
な
運
転
操
作
と
ブ
レ
ー
キ
連

　
　
結
の
確
認
を

　
②
安
全
キ
ャ
ブ
・
フ
レ
ー
ム
装
着
と

　
　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
を

　
③
ラ
ン
プ
類
や
低
速
車
マ
ー
ク
等
の

　
　
取
り
付
け
を

野
焼
き
に
注
意
を

　
野
外
で
の
焼
却
は
、
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
農
業

等
の
一
部
の
例
外
を
除
き
、
原
則
禁
止

さ
れ
て
い
る
た
め
、
不
適
正
な
野
焼
き

等
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
例
外
と
さ
れ
る
行
為
に
該
当
す
る

場
合
で
も
、
苦
情
等
が
あ
れ
ば
焼
却
を

中
止
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
あ
ら
か

じ
め
消
防
署
へ
の
届
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
﹁
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
を
燃
や

す
の
か
﹂
を
事
前
に
市
内
の
各
消
防
署

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

農
機
具
に
つ
い
た
土
の
後
始
末
を

　
耕
起
作
業
の
際
、
道
路
に
水
田
の

土
を
落
と
し
て
移
動
す
る
と
ス
リ
ッ
プ

事
故
の
原
因
に
も
な
り
危
険
で
す
。
農

機
具
の
土
を
除
い
て
か
ら
移
動
す
る
よ

う
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　︿
加
入
要
件
﹀

 

①
年
齢
要
件
⋯
65
歳
未
満

 

②
国
民
年
金
の
要
件

 
 

⋯
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

　

③
農
業
上
の
要
件

 
　

⋯
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

　
右
記
の
３
つ
の
要
件
を
満
た
す
人
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
農
地
を
持
っ

て
い
な
い
農
業
者
、
配
偶
者
、
後
継
者

な
ど
の
農
業
従
事
者
も
加
入
で
き
ま
す
。

＊
認
定
農
業
者
に
該
当
し
な
い
35
歳

　
未
満
の
方
の
保
険
料
は
、
月
額
１
万

　
円
か
ら
設
定
で
き
ま
す
。

　︵
令
和
４
年
１
月
１
日
〜
︶

＊
年
金
の
受
給
開
始
時
期
の
選
択
肢
が

　
広
が
り
ま
す
。

　︵
令
和
４
年
４
月
１
日
〜
︶

＊
国
民
年
金
の
任
意
加
入
は
、
65
歳

　
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。

　︵
令
和
４
年
５
月
１
日
〜
︶

　
７
月
13
日
、
農
業
委
員
会
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
岸
本
会
長
よ
り
﹁
令
和
５

年
度
に
お
け
る
農
地
等
利
用
最
適
化
推
進
施
策
に
関
す
る
意
見
書
﹂
を
清
元
市

長
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
こ
の
意
見
書
は
、
農
業
者
の
代
表
と
し
て
、
姫
路
市
に
お
け
る
農
地
利
用
最

適
化
の
推
進
の
施
策
に
つ
い
て
、
地
元
農
業
者
の
意
向
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
提
出
し
た
も
の
で
す
。

　
意
見
書
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
５
年
度
に
お
け
る
農
業
施
策
等
に
関
す
る
意
見
書︵
抜
粋
︶

農
業
者
年
金
制
度
が
一
部

改
正
さ
れ
ま
し
た
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センター職員の指導を熱心に聞いている園児

　
北
東
部
に
あ
る
姫
路
市
農

業
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

６
月
上
旬
、
山
田
こ
ど
も
園

の
４
・
５
歳
児
24
名
が
、
毎

年
恒
例
の
サ
ツ
マ
イ
モ
の
つ

る
を
植
え
ま
し
た
。
例
年
、

船
津
こ
ど
も
園
と
一
緒
に
行
い
、

２
園
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
で
も

あ
っ
た
の
で
す
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

予
防
の
た
め
、
日
を
わ
け
て

園
ご
と
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
玄
関
ホ
ー

ル
で
セ
ン
タ
ー
職
員
か
ら
﹁
サ

ツ
マ
イ
モ
の
つ
る
﹂
の
説
明
を

受
け
、
畑
へ
移
動
。
こ
の
日

﹁
ト
ラ
イ
や
る
﹂
で
同
セ
ン
タ
ー

に
来
て
い
た
神
南
中
学
校
２

年
生
の
２
名
の
ほ
か
、
セ
ン

タ
ー
職
員
に
も
手
伝
っ
て
も

ら
い
な
が
ら
、
﹁
大
き
な
サ
ツ

マ
イ
モ
が
育
ち
ま
す
よ
う
に
﹂

と
思
い
を
込
め
て
丁
寧
に
植

え
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、﹁
楽
し

か
っ
た
﹂
や
﹁
手
が
ド
ロ
ド
ロ

に
な
っ
た
﹂
と
元
気
な
声
も

聞
こ
え
ま
し
た
。
ま
た
、
中
学

生
か
ら
は
、
﹁
普
段
農
業
は
し

な
い
の
で
、
楽
し
い
で
す
﹂
や

﹁
家
の
手
伝
い
で
農
業
は
し
た

こ
と
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
で

種
や
つ
る
か
ら
栽
培
を
し
た

こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
貴
重

な
体
験
が
で
き
ま
し
た
﹂
な

ど
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
日
植
え
た
サ
ツ
マ
イ

モ
の
品
種
は
﹁
な
る
と
金
時
﹂
で
、

子
ど
も
た
ち
は
、
10
月
の
収
穫

に
も
訪
れ
る
予
定
で
、
﹁
早
く

育
た
な
い
か
な
ぁ
﹂
と
、
待
ち

遠
し
い
様
子
で
し
た
。

　農地を住宅や駐車場など農地以外の用途に

使用（転用）する場合は、農地法の許可（届出）が

使用している場合は、違反転用になります。

　相続税等納税猶予を受けた農地が営農され

ていない場合は、納税猶予が打ち切られ、猶

予されていた税とともにその期間の利子税も

合わせて納付しなければならなくなります。

雑草が繁茂している場合はもちろん、農作物の

栽培形跡が見られない場合も営農しているとは

みなされませんので、十分にご注意ください。

　相続等で農地の権利を取得した場合は、法

務局での所有権移転完了後、農地の所在する

市町村の農業委員会に届出が必要です。

今後、所有者不明土地問題の解消に向け、

令和６年４月１日からは、相続登記が義務化

されます。令和６年４月１日以前に発生した

相続についても施行日から３年以内の登記の

申請が義務付けられます。また、相続の手続

きを行っていない土地についても義務化の対

象となりますので、所有農地に該当の土地が

ありましたら相続手続きを行ってください。

★農地法第3条申請とは・・・

　　農地を耕作目的で所有権を移転し、又は

　賃借権等を設定する場合の申請

★農地法第4条申請（届出）とは・・・

　　所有者自らが転用する場合の申請（届出）

★農地法第5条申請（届出）とは・・・

　　転用に際し所有権の移転又は賃借権等の

　設定を伴う場合で、新たに権利を取得する

　者が転用する場合の申請（届出）

★農地法第4条、第5条における「申請」と

　「届出」の違い

　　市街化区域以外農地の転用の場合は、「申

　請」による県知事許可であり、市街化区域

　内農地の転用の場合は「届出」による農業

　委員会受理

表
紙
関
連
記
事

農地の転用には許可申請・届出が必要です

相続税等納税猶予を受けておられる方へ

農地を相続したら届出が必要です

主な農地転用等申請 (届出 )

令和３年農地転用等申請（届出）集計
（令和３年１月１日〜令和３年12月31日）

３
条

４
条

５
条

所有権

耕作権

届　出

申　請

届　出

申　請

件　　数

136

45

149

13

400

68

面積（��）

15.15

9.41

5.91

0.91

27.89

6.31
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︻
編
集
委
員
︼

会　
　

長　

 

岸
本　

英
夫

職
務
代
理　

 

青
田　

誠

委　
　

員　

 

田
靡　

仁
志     

委　
　

員　

 

橋
本　

静
枝

委　
　

員　

 

宮
下　

裕
光     

委　
　

員　

 　
　
　

宏
章

為
金�

和
徳
さ
ん

　
姫
路
市
北
西
部
に
位
置
す
る
夢

前
町
芦
田
で
牧
場
を
経
営
さ
れ
て

い
る
為
金
和
徳
さ
ん
は
、
市
内
で

唯
一
の
酪
農
家
で
す
。
こ
れ
ま
で
、

両
親
が
営
ま
れ
る
中
、
20
歳
で
就

農
さ
れ
、
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習
得

さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
両
親
か
ら
経
営
を
引

き
継
ぎ
、
77

頭
の
経
産
牛
と

61

頭
の
育
成
牛
を
フ
リ
ー
ス
ト
ー
ル

牛
舎
で
飼
育
さ
れ
て
お
り
、
人
工

授
精
師
免
許
を
取
得
し
種
付
け
も

自
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
５
月
下
旬
、
牧
場
に
伺
っ
た

際
に
、
幾
つ
も
積
ま
れ
た
白
い

大
き
な
ロ
ー
ル
パ
ッ
ク
が
目
に

飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
刈
り

取
っ
た
イ
タ
リ
ア
ン
ラ
イ
グ
ラ
ス

︵
牧
草
︶
を
発
酵
さ
せ
、
サ
イ
レ
ー

ジ
︵
飼
料
︶
を
作

る
た
め
に
ビ
ニ
ー

ル

袋

で

包

ん

だ

ラ
ッ
プ
サ
イ
ロ
と

い
う
も
の
で
し
た
。

飼
料
は
海
外
か
ら

の
調
達
が
多
い
で

す
が
、
地
域
で
自

給
で
き
れ
ば
と
考

え
る
中
、
周
辺
農

家
か
ら
農
地
を
耕

作
し
て
ほ
し
い
と

の

要

望

も

あ

り
、

現
状
で
は
約

18

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
で
イ
タ
リ
ア

ン
ラ
イ
グ
ラ
ス
や
ソ
ル
ガ
ム
な
ど

の
牧
草
を
二
期
作
で
作
付
け
さ
れ

て
い
ま
す
。
時
に
は
イ
ノ
シ
シ
な

ど
獣
害
で
農
地
を
荒
ら
さ
れ
る
悩

み
も
あ
り
ま
す
が
、
将
来
的
に
は

す
べ
て
自
給
飼
料
で
賄
い
た
い
と

の
希
望
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
事
務
所
に
は
、
こ
れ
ま

で
為
金
牧
場
が
受
賞
さ
れ
た
賞
が

た
く
さ
ん
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
、
近
畿
生
乳
販
連
が

牛
乳
の
品
質
向
上
の
た
め
、
生
産

者
段
階
で
の
意
識
強
化
と
安
全
・

安
心
な
生
乳
を
消
費
者
へ
届
け
る

こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
る
ハ

イ
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
ミ
ル
ク
ア
ワ
ー

ド
の
最
優
秀
賞
を
３
年
連
続
で

受
賞
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
畿
域
内

で
は
初
の
快
挙
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
為
金
さ
ん
は
、
牛
の
ス
ト
レ
ス
を

な
く
す
た
め
、
飼
育
環
境
や
牧
草

な
ど
に
も
こ
だ
わ
っ
て
お
ら
れ
る

ほ
か
、
搾
乳
ロ
ボ
ッ
ト
を
導
入
す

る
な
ど
良
質
な
生
乳
を
生
産
す
る

た
め
、
常
に
向
上
心
を
も
っ
て
取

り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
就
農
さ
れ
た
息
子
さ

ん
達
に
も
期
待
し
な
が
ら
、
さ
ら

に
牛
舎
を
大
き
く
し
た
い
と
夢
を

語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

   

　︵
農
業
委
員
　
橋
本
　
静
枝
︶

認

定

農

業

者

た
め
　
か
ね
　
　
か
ず
　
の
り

（45）

為金さんとラップサイロ

農 事 相 談 室

　農地の売買・貸借、相続税等納税猶予など、お気軽

にご相談ください。

　なお、事務手続きなどのご相談は、随時受け付けて

います。

【日時】原則、第１水曜日　午前 10 時〜 12 時

【場所】農業委員会室（姫路市役所 本館９階）

【問い合わせ】農業委員会事務局　☎（079）221-2823

姫路の姫路の
めっちゃうまめっちゃうま

動画動画

姫路の
めっちゃうま

動画

４月は「太市のタケノコ」を配信しました。８月には「網干メロン」、

９月には「いちじく」、11 月には「れんこん」を予定しています。

ぜひ、ご視聴ください。

【問い合わせ】 農政総務課　農政・地産地消担当　☎ 079-221-2496

月　日

９月７日

10月５日

11月２日

12月７日

１月５日

２月１日

３月１日

水

水

水

水

木

水

水

曜日

ひめじ動画チャンネル（Y��T���）で配信中！「旬な食材」を「旬の時期」に紹介します。
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